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第 1 章 調査の背景と目的 

1.1 調査の背景 

ミャンマー連邦共和国の旧首都であるヤンゴン市は、人口500万人を抱える同国最大の

商業都市であるが、近年の民主化の流れを受け、外国資本の流入や民間開発により、急速

な都市化が進んでいる。とりわけ軍事政権時において諸外国からの投資や技術支援、社会

開発が制限されていたことで、インフラの老朽化等が大きな問題となっている。都市開発や

インフラ整備が進む中、電力需要の増加に対する供給不足、劣悪な路盤や信号を含む施

設の整備不足による交通渋滞、そして老朽化による上下水道施設の機能低下等が懸念さ

れている。加えて、民間投資に伴う建物の省エネルギー化は今後の電力需要を踏まえた場

合、考慮しなければならない点である。 
 
我が国の地方自治体は、戦後の経済復興において、公害問題や経済発展に伴う各種問

題への対応、及び民間事業者の取り組みを長きに亘り管理、支援しており、ヤンゴン市が現

在抱える問題に有用な解をもたらすことが期待される。このような状況に対し、神奈川県・川

崎市は隣接する京浜工業地帯の中核都市として、公害問題対策から産業振興に至るまで

様々な実績や知見を有している。そして、近年では低炭素社会実現に向けたゼロエミッショ

ン工業団地の設立等、国内外への積極的な取り組みを展開している。 
 

 
図 1-1 ヤンゴン市位置図 
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1.2 調査の目的 

本事業では急激な発展著しいヤンゴン市を対象として、低炭素社会形成に有用な知見

を有する川崎市が都市間連携に基づき、ヤンゴン市が抱える各種課題につき検討すると共

に、二国間クレジット制度（Joint Crediting Mechanism : JCM）活用することで、同市の課題

解決に資することを目指す。 
 
 

1.3 本事業の実施体制 

本事業の提案者は日本工営株式会社であり、共同提案者である川崎市と連携し、現地

カウンターパートのヤンゴン市（Yangon City Development Committee : YCDC）へ事業提案

及び政策・技術提案を行った。 
 

 
図 1-2 本事業の実施体制図 

 
本事業では、4つの低炭素事業（JCM候補案件）を提案しており、それぞれの提案事業に

技術導入を図る共同提案者として、荏原冷熱システム㈱（高効率空調システムの導入）、荏

原製作所㈱（高効率ポンプの導入）、ナノフュエル㈱（ナノエマルジョン燃料の導入）、クー

ルジャパン㈱（CCFL1の導入）を配し、かわさきグリーンイノベーションクラスター（約100社加

盟）を協力企業体として事業化の検討を行った。 
また、ヤンゴン市北部に位置するミンガラドン工業団地は低炭素型工業団地の提案に協

力・参画の意向を示し、本提案事業の共同提案者として調査に協力した。加えて、現地で

の情報収集及びヤンゴン市及び関連省庁との窓口としての協議調整には、日本工営のグ

ループ企業かつミャンマー現地法人であるミャンマーコーエイインターナショナルが担当し

た。 

1 : 冷陰極蛍光管（Cold Cathode Fluorescent Lamp : CCFL）のこと。 
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第 2 章 ヤンゴン市の概要 

2.1 概要 

2.1.1 基礎情報 

ヤンゴン市は、以前はラングーンと呼ばれ、2006年までミャンマー連邦共和国の首都であ

った。現在の首都はヤンゴンの北部に位置するネピドーである。 
ヤンゴン市は、ヤンゴン地方域（ミャンマーの行政区画）に属しており、北と東をバゴー地

方域、西をエーヤワディ地方域と接している。因みに南部はモッタマ湾となっている。ヤンゴ

ン市を含む、同地方域はミャンマー国の中で最も工業化した地域であり、大部分の主要産

業がこの地方域に位置している。 
 
ヤンゴン市の主な情報を本事業の日本側カウンターパートである川崎市と比較した表を

以下に示す。 
 

表 2-1 ヤンゴン市の概要（川崎市との比較） 
項目 ヤンゴン市 川崎市 

面積 [km2] 598.8 143.0 
人口 [人] 521万 [2014] 147万 [2015] 
日平均気温 [℃] 27.5 16.6 

出典：各種資料より調査団により作成 
 
 
ヤンゴン市を含むヤンゴン管区では近年における急激な都市化に伴い、1998年から

2014年にかけて約2.9倍の伸び率を示している。 
 

 
出典 ： JICA「ミャンマー国ヤンゴン都市圏開発プログラム形成準備調査（2011年）」、及

び人口センサス暫定結果（2014年）を基に調査団にて作成。 

図 2-1 ヤンゴン市の人口推移 
 
また、YCDCの予算は次頁表に示す通り、2007年から2012年の5ヵ年で約1.5倍に伸びる

と同時に支出も増加し、ミャンマー国の経済成長と合わせ予算規模が拡大傾向にある。 
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表 2-2 YCDC 年度別予算表 
単位：MMK Million 

# 項目 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
１ 一般収入 33,672.80 33,857.18 40,097.32 46,429.09 49,972.62 
2 投資的収入 370.10 1,168.40 5,505.82 30,745.30 5,794.85 
 小計 34,042.90 35,025.58 45,603.14 77,174.39 55,767.47 

3 一般支出 20,585.61 26,450.70 27,048.18 49,533.65 37,225.23 
4 投資的支出 13,440.00 24,119.50 21,894.50 37,381.50 16,740.00 
 小計 34,025.61 50,570.20 48,942.68 86,915.15 53,965.23 

出典：YCDC 
 
 

2.1.2 ヤンゴン市開発委員会（YCDC） 

ミャンマーは、ミャンマー国の憲法において、7つの地域（region）と7つの州（state）、そし

て5つの自治区と1つの自治管区から構成されている。また、これらの下にディストリクト

（district）、タウンシップ（township）という行政単位が定められている。 
一方、ヤンゴン市域の行政サービス提供を担当するYCDCは、「ヤンゴン市開発法」を根

拠とする、憲法には定められていない開発委員会（Yangon City Development Committee : 
YCDC）となっている。中央政府及び地域/州の行政上の役割は、憲法に定められている2。 

 
YCDCは、ヤンゴン市の33のタウンシップを統括しており、同市の管理・運営を担っており、

27の部局で構成されており、主に公的施設の維持・管理・運営（道路、市場の維持管理な

ど）、管理行政（建築許可、飲食業の衛生管理など）、公共サービスの提供（水道事業など）

を行っており、その業務範囲は、既存施設の維持管理と運営が主であり、新規事業、開発

計画の立案にはほとんど関わっていない。 
 
本調査のカウンターパートはYCDCの2部門と共同して実施した。そのうちの一つである

City planning & Land Administrationは比較的最近設立された部局（Department）であり、

Secretary直下に配されている。また、廃棄物・清掃を担当するPollution control & Cleansing
が本調査のもう一つのカウンターパートであり、廃棄物・清掃分野の計画、実施を担当して

いる。YCDCの行政組織及びその役割について、次頁図に整理する。 
 

2 ヤンゴン市域における中央政府、地域政府とYCDCとの間での重複した役割や責務に関して、明確に定めた文書は存

在しないとのことであるが、関係者間で慣習的に定めているとのこと。 
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出典：YCDC 
注 ： 上図のうち、緑及び黄色にて塗り潰している部局（Department）は本業務における主たるカウンターパート。 

図 2-2 ヤンゴン市の行政組織体制 
 
 

2.2 ヤンゴン市の現状 

2.2.1 主な産業 

YCDCは、ミャンマー国の旧首都として繁栄して、今後は同国の産業構造が農業主体か

ら産業や商業主体となることを牽引するものと期待される。 
 
ミャンマー国の現状は、現状、農業の割合が高く、近隣アジア諸国と同等の産業構造で

あると言うことができる。（ミャンマー国の産業構造は、農業・畜産・水産・林業36%、製造業

20%、商業20%、サービス業18%）これに対して、YCDCのそれは製造業37%、商業25%、サ

ービス業24%と、農業の割合が低く、工業や商業が中心の産業構造となっている。下表に

YCDCの産業の概要を整理する。 
 

表 2-3 ヤンゴン市における主な産業の概要 
産業名 概要 

製造業 YCDC内の工業ゾーンでは、2,800を超える工場が稼働している。これらの工場は、

食品加工、金属加工、機器類の修理・据え付け、ゴム・プラスチック製品、衣料品縫

製、木材・木材加工、金属などの業種に属するものが多い。また、工場の管轄は

YCDCではなく、中央政府である商業省が主に担っている。そのため、工場建設・

運営に関して、YCDCの関与は大きくない。 
商業 YCDC内の商業施設には、幾つかのパターンが存在しており、伝統的市場、近代

的商業施設（ショッピングセンター、スーパーマーケット、コンビニエンス・ストアなど

を含む）、個人商店、露店などの形態に大別される。市内には、大小150を超える伝

統的市場、50を超える近代的商業施設（ショッピングセンター、スーパーマーケッ

ト、コンビニエンス・ストア等）がある。 

Mayor (Chairman of YCDC)
Minister of Development Affairs, Yangon Region

Secretary

Joint Secretary
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Budget & Account
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Engineering (Road & Bridge)

East District

Administration
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Production unit Central store

Markets

Veterinary & Slaughter house

North District

Committee-8 Committee-9

Committee-4

Committee-5

Assessors

 
 

2-3 



平成 27 年度アジアの低炭素社会実現のための JCM 案件形成可能性調査事業委託業務 
ヤンゴン市における都市間連携による JCM 案件形成可能性調査事業 

 

サービス業 YCDC内には、200を超えるホテル等の宿泊施設、200か所程度のレストラン、そし

て近年では映画館のような娯楽施設が存在しており、その数は現在も増加傾向とな

っている。 
出典：JICA「ミャンマー国ヤンゴン都市圏開発プログラム形成準備調査」より該当箇所を基に作成。 
注  ：伝統的市場とは公設市場のことであり、米、油・油種子、豆類、及びその他食材、スナック、その他の食品、プラスチ

ックや麻袋、マット、防水シート、プラスチック製品、その他の食料品など多様な商品が売買されている。 
 
また、ヤンゴン市内の開発状況につき下記に整理する。 
 

1) ヤンゴン市内では、交通渋滞を緩和するための高架橋等の交通インフラやオフィスやホ

テル、ショッピングモール等の新設ビルディングの建設ラッシュとなっている。 
 
2) 他方、既存施設の省エネルギー化はアジアの他国に比べ、それほど活発に実施されて

いない。こちらについて、2011 年の経済封鎖から間もないこともあり、現行インフラでの稼

動に重きが置かれ、民間ビル等の改築や改装、省エネルギー化については経営者が

（資金や意識の問題から？）判断するに至っていない。  
 
3) ミャンマーでは、2011 年の経済封鎖解除から外国企業の進出等が目立っている。しか

しながら、外国企業は(i) 小売・サービス業に規制があること、(ii) CMP (cutting, making, 
packing：原材料を輸入、ミャンマーで加工、製品を原則すべて輸出する)企業以外に輸

入ライセンスの取得が難しい、等の制限がある。これら規制は確立されたものではなく、

今後流動的に変更される可能性がある。そのため、MIC（ミャンマー投資委員会）通達や

策定中の新ミャンマー投資法細則の状況を確認する必要がある。 
 
4) 市民生活を支えるものは、他国からの中古品もしくは安価な中国製品等が市場を占め

ている。自家用車やバスの多くは、日本からの（かなりの年代物の）中古車である。同国

で広く利用されている家電であるエアコンやバックアップ発電機等は中国製品が目立

つ。 
 
 

2.3 ミャンマー国の気候変動対策の実施状況 

本事業では、ヤンゴン市が調査対象となっているが、ヤンゴン市において気候変動を管

轄する具体的な組織や制度、対策等は整備されていない。そのため、ヤンゴン市（YCDC）
を含む国全体（ミャンマー国）の気候変動対策の動向につき、現時点まで把握している情報

等を以下に整理する。 
 

2.3.1 温室効果ガスの排出状況 

ミャンマー国では、2000年に第一次国別報告書を作成している。国別報告書によると、ミ

ャンマー国における温室効果ガス（Greenhouse Gases : GHG）排出源は、アジアの農業国と

同様、土地利用及び森林セクターの割合が最も多く（36.5%）、続いて農業（17.1%）、廃棄

物（4%）という順になっている。また、排出源、吸収源共に土地利用及び森林セクターから

の割合が多くなっている。 
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表 2-4 ミャンマーの GHG 排出量（2000 年） 

セクター 
CO2 [Gg CO2-eq] シェア率 

吸収量 総排出量 正味排出量 総排出量 
エネルギー 0 786 786 1.2  
産業 0 463 463 0.3  
農業 0 22,843 22,843 17.1  
土地利用及び森林 142,221 40,405 -101,816 36.5  
廃棄物 0 2,826 2,826 4.0  
合計 142,221 67,323 -74,898 100.0 
出典: The 11th workshop on GHG inventories in Asia 

 
なお、UNEP RISO CENTERによる過去のデータから試算したセクター別CO2排出削減

可能量は、以下の通りとなっている。 
 

表 2-5 各セクターにおける CO2削減可能量 
セクター CO2排出削減可能量 [tCO2/年] 

REDD+/森林破壊の回避 133,883,430 
植林/造林 419,363,560 
木炭製造 127,920 
廃棄物発電 589,400 
化石燃料転換 1,706,353 
水力発電 47,900 
風力発電 655,750 
コンパクト蛍光ランプの普及 150,000 
発熱機材の高効率化 6,500,000 
レンガの製造工程改良 500,000 
交通分野におけるバイオディーゼルの使用 500,000 
エタノール燃料の使用 100,000 
バス高速輸送システムの導入 25,000 

出典:EMISSIONS REDUCTION PROFILE Myanmar (UNEP RISO, 2013 年 6 月) 

 
 

2.3.2 気候変動に係る組織体制及び国家対策 

ミャンマー国における気候変動政策の組織体制は、2012年に設立された環境保全森林

省 （Ministry of Environental Conservation and Forestry : MOECAF3） を中心として構成さ

れ、調査部、林業部、環境保全部、林業大学、計画統計部、乾燥地帯緑化部の6つの組織

が参画している。また、2015年9月16日に締結した二国間クレジット制度（JCM）に係る二国

間合意のミャンマー側署名者は、MOECAF副大臣（Dr. Thet Thet Zin）となっている。 
 
 
 
 
 

3 2016 年 2 月現在 
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参考：IGES 市場メカニズム国別ハンドブック(2013 年 1 月版)を基に作成 

図 2-3 ミャンマー国における気候変動組織体制 
 
 
ミャンマー国では、1994年11月25日に気候変動枠組み条約（UNFCCC）を批准し、その

後、2003年8月13日に京都議定書を批准している。同国における国家気候変動対策を下表

にまとめる。 
 

表 2-6 国家気候変動対策 
政策名 年度 内容 

ミャンマー国家環境政策 1994 環境の保全及び劣化防止、経済発展の推進、環境保護

を優先させる持続可能な開発の達成、環境と開発の調

和 
ミャンマー・アジェンダ 21 1997 持続可能な天然資源利用、社会発展、経済発展、組織

発展 
国家持続可能な開発戦略
(NSDS) 

2009 社会・経済・環境問題の 3つの分野における持続可能な

開発を達成するための対策 
環境保全法 2012 天然資源の管理・損失防止及び持続可能な利用、国民

意識の向上、環境プログラムへの協力 
国家適応行動計画(NAPA) 2012 8つの主セクターから32の優先活動を選出し、気候変動

への適応策を実施 
JCM への参加 2015 JCM に係る二国間合意の締結 
参考 ： IGES市場メカニズム国別ハンドブック(2013年1月版) 11th workshop on GHG inventories in Asia and the published 

information by the UN prepared by the JICA study team を基に調査団にて作成。 

 
 
気候変動適応策に関して、ミャンマー国では2012年に国家適応行動計画を取りまとめて

おり、気候変動適応策を8つの主セクター（農業、防災、森林、公衆衛生、水資源、沿岸保

全）で分類し、そのうち32の優先活動を選定して、活動を実施している。 
 
最後に、ミャンマーでは2015年8月にUNFCCCへ向けて各国が自主的に決定する約束

草案（Intended Nationally Determined Contributions : INDC）が公表されている。同国INDC
のうち、緩和策（Mititgation）として、森林セクターとエネルギーセクターにつき言及されてい

る。特に、エネルギーセクターでは、①再生可能エネルギーとしての水力発電事業、②再生

可能エネルギーによる地方電化、③料理用コンロの改良・普及、そして④産業部門におけ

る省エネルギー化が明示されている。 

環境保全委員会

副議長
議長：環境保全森林大臣

次官

担当次官

調査部 林業部 環境保全部 林業大学 計画統計部 乾燥地帯緑化部

環境保全林業省 (MOECAF)
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第 3 章 川崎市の概要 

3.1 概要 

3.1.1 基礎情報 

川崎市は神奈川県の北東部に位置し、北は多摩川を挟んで東京都に、南は横浜市にそ

れぞれ隣接し、西は多摩丘陵を控え、東は東京湾に臨んでいる。人口は約140万人、世帯

数 687,000世帯であり、日本の大都市の中で最も人口増加率が高く、平均年齢が若い都

市である。 
川崎市の歴史は、1623年（元和9年）に東海道の川崎宿が作られたことから始まり、明治

時代末期の近代工業の誕生で、川崎は常に時代の先端を行く成長を遂げてきた。農村部

は江戸、東京向けの産品を出荷する近郊農村として発達し、港湾部は京浜工業地帯の一

部として港湾施設も整備され、工業都市として大きく発展した。一方、工業や交通の公害、

乱開発などの社会問題に直面したことで、その後環境都市へ大きく方向転換し、現在の環

境に配慮した都市へと発展した。 
 
 

3.2 川崎市の現状 

3.2.1 歴史 

日本の高度経済成長時代（1960年代～1970年代）に、京浜工業地帯の中核として工業

化を進めた川崎市は、大気汚染や水質汚濁、ゴミ処理問題など環境悪化を招き、これら公

害問題に直面した歴史を持っている。しかし、その後、企業、市民、行政それぞれが様々な

努力を重ねた結果、川崎市上空には青空と鮎の溯上するきれいな河川を取り戻すまでに

環境を回復させた。企業による公害問題に向けた積極的な技術開発の実施、公害防止条

例の制定、市民による環境意識の向上等の取組みの結果、大気浄化、廃棄物処理・再資

源化の分野を中心に、世界に誇れる環境技術やノウハウが多数蓄積された。 
 

  
1960 年代の川崎臨海部工業地帯の状況 
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現在の川崎市 

 
 

3.2.2 環境問題への取り組み 

川崎市では、公害問題を克服する過程で蓄積された技術やノウハウをベースとして、環

境負荷の軽減や資源循環などの取組みを進め、環境を軸とした産業の活性化を推進して

いる。1997年に全国第1号としてエコタウン地域の承認を受けた川崎エコタウン構想は、地

区内に各種リサイクル施設が集積し、周辺施設と連携しながら資源の循環・有効利用を図

っている。川崎エコタウン地域は川崎臨海部全体の約2,800ヘクタールに、排出資源と市内

で発生する廃棄物を地域の企業間で循環、有効利用できる環境が整備され、国内外から

高く評価されている。 
 

 
図 3-1 川崎エコタウン構想 
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地区内外に集積する再生エネルギー、発電施設等を下記に紹介する。 
 

 

川崎大規模太陽光発電所 
 
全国に先駆け2011年に稼動を開始。約10
万枚の太陽光パネルによる最大出力2万ｋ

Wを誇る。 
 出力：2万kw   
 ・扇島1.3万kw 
 ・浮島0.7kw 
 事業主体：  
東京電力（株）  
川崎市  

 川崎市の廃棄物最終処分場跡地を活

用 
  

 

扇島風力発電所 
 
年間発電力300万kWhの大型風力発電所 
 
 出力：0.199万kw 
 事業主体：  

JX日鉱日石エネルギー  

  

 

川崎バイオマス発電所 
 
バイオマス燃料のみを使用する発電所とし

ては国内最大規模を誇り、都市部の環境に

合致した国内初の都市型バイオマス発電所 
 出力：3.3万kw 
 
 事業主体：  
川崎バイオマス発電（株） （ジャパンバイ

オエナジーホールディング、住友林業株

式会社、フルハシEPO株式会社、住友共

同電力株式会社） 
 

 建設廃棄物等の木質バイオマスを燃料

として発電 
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川崎天然ガス発電所 
 
少人数で世界最高水準の稼働率を実現。

環境に優しく、効率の高い発電方式で電力

の安定供給を継続。 
 
 出力：84.7万kw 

 
 事業主体：  

JX日鉱日石エネルギー、東京ガス  
 

 ガスタービンと蒸気タービンを組み合わ

せたコンバインドサイクル方式による高

効率発電  
出典：川崎市広報資料より 

 
 
また、川崎市では優れた環境技術を持つ企業のビジネスマッチングを支援しており、川

崎市の環境技術を世界に移転する事業を推進している。下記に示すように、中国、サウジ

アラビア、モザンビーク、タイ、ラオス等において、市内企業が持つ優れた環境技術や川崎

市の行政ノウハウを活用して、各国の環境問題解決に貢献する取組みを展開している。 
 

 
出典：川崎市広報資料より 

図3-2 世界に広がる川崎の環境技術事例 
 
 

3.2.3 かわさきグリーンイノベーションクラスター 

かわさきグリーンイノベーションクラスターは、川崎市に関連する産学官の連携により環境

改善に取り組み、産業振興と国際貢献を目的としたネットワークであり、川崎に蓄積された

環境技術・ノウハウ等を活用したビジネス創出の支援を行っている。 
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クラスター会員企業は市内外を含め100社超となっており、『川崎市や支援機関の施策を

活用するための相談窓口』、『普及・広報、情報提供』、『川崎市に蓄積された環境技術、行

政の知見・ノウハウ等を活用したビジネス創出支援』をクラスターの3本柱として、クラスター

加盟企業と自治体が連携して、活動を進めている。 
 

 
出典：川崎市広報資料より 

図3-3 かわさきグリーンイノベーションクラスター設立イメージ 
 
 
クラスターの機能 

1. 川崎市や支援機関の施策を活用するための相談窓口 

川崎市の各部署や支援機関が有する多様な施策の活用に関して、クラスターの事務
局がワンストップで相談受け付け。 

2. 普及・広報、情報提供 

クラスターに関する各種情報を効果的に収集・発信・共有することで、新たな事業の創
出を支援。 

• 本市に集積している環境技術・サービスの普及・広報 
• 国内外の環境ニーズに関する情報提供 
• 支援機関による公募を含むプロジェクト関連情報提供 
• 国内外の関係機関による公募等に関するセミナーの開催・相談機会の提供 

3. 川崎市に蓄積された環境技術、行政の知見・ノウハウ等を活用したビジネス創出支援 
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川崎市との連携・協業による新たなビジネスを実現するために、積極的に事業展開支
援。 

• 本市をフィールドとして活用する研究開発・実証の支援 
• 都市間連携等によるクラスター参画企業を軸としたビジネス展開の支援 
• 本市を中心に集積している環境技術・製品・サービスと行政知見・ノウハウのパッケ

ージ化、国内外への展開支援 

 
 

3.2.4 川崎商工会議所 

川崎商工会議所は、中小企業の振興、地域活性化、国際活動の推進等を目的とし、世

界各国の商工会議所等と連携を図りながら、民間経済交流の推進役となるなど、国際性豊

かな活動を行っている。 
川崎商工会議所はミャンマー商工会議所連合会（UMFCCI）と、2015年6月29日に経済・

貿易などの関係強化を通じた相互の経済発展と中小企業振興を目的とする覚書を締結し

ている。川崎市内の中小企業において、メコン地域への進出意欲が高まっていることを受け、

メコン域内各国の商工会との関係作りを進めている。一方ミャンマー側は製造業の集積地

である川崎への期待もあり、覚書締結の運びとなった。 
覚書締結前の2014年には他の団体と連携し、ミャンマーミッションを企画し、市内外企業

とヤンゴン、ネピドー、マンダレー地域への視察及びビジネスマッチングを実施した。国内で

は、市内企業向けにビジネスセミナーを開催し、ミャンマー国へのビジネス進出を支援して

いる。 
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第 4 章 低炭素都市間連携の推進 

4.1 概要（事業開始当初） 

本事業では、ヤンゴン市が現在もしくは今後直面するであろう課題（急激な経済成長に

伴う各種環境問題等）を想定し、それらに知見がある本邦自治体として川崎市を選定した。 
 
川崎市は、京浜工業地帯の中核を成すと共に、長年公害対策をはじめとした環境問題

に取り組んでいる。そして、近年では低炭素・資源循環・エネルギー等に係る多くの環境技

術・産業を保有している都市の一つである。また、川崎市では、古くから市民、事業者、行

政が連携して環境問題に取り組んでおり、環境意識の高い事業者が多い。 
 
以上より、京浜工業地区の経済発展を支援し、環境技術・産業に広いネットワークを構築

している「川崎市」が都市間連携に参加することで、持続的なヤンゴン市の支援を行うと共

に、川崎市が持つかわさきグリーンイノベーションクラスター企業からのJCM候補案件の形

成等につき、本調査において検討を行った。 
 
本事業では、川崎市及びヤンゴン市による「都市間連携」に基づき、ヤンゴン市が抱えて

いる問題を解決するため以下の4つの分野からJCMとして案件化することを調査、検討し

た。 
・ 低炭素型工業団地の開発 
・ 低炭素型ビルマネジメントシステムの導入 
・ 低炭素型上下水道施設の導入 
・ 再生可能エネルギー/新エネルギー候補案件の発掘 
 
本事業の主な参加者とその相関を下図に示す。 
 

 
出典；調査団 

図 4-1 本事業の主な参加者とその相関 
 
本事業では、JCM事業化の実績やヤンゴン市への事業進出に関心を持つ本邦企業と共

に、JCM案件の形成を実施したが、これに加え、川崎市が運営している「かわさきグリーンイ

ノベーションクラスター」加盟企業への参加、協力を募った。加えて、本事業では2015年6月

川崎市ヤンゴン市

日本工営

かわさきグリーンイノ
ベーションクラスター

加盟企業

本邦企業 本邦企業

かわさきグリーンイノ
ベーションクラスター

加盟企業

現地事業者
（工業団地セクター）

現地事業者
（商業セクター）

現地事業者
（上下水道セクター）

現地事業者
（再生＆新エネセクター）

JCM案件形成支援

低炭素社会形成に係る意見交換、各種協力 等

JCM案件形成支援

JCM事業化支援 等 JCM事業化支援 等
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にミャンマー経済連合会との覚書を締結した川崎商工会議所の支援も受け、市内の中小企

業の海外進出検討に関し、定例会等での呼びかけ等の協力を得た。 
本事業における都市間連携に係る作業、調査の方針を下表に整理する。ヤンゴン市と川

崎市が本事業により持続的な協調関係が構築されるような配慮を持ち、業務にあたった。 
 

表 4-1 都市間連携に係る調査方針 
課題 調査方針 

1. お互いの実績や状況が

把握できていない 
ヤンゴン市の現状及び将来的なニーズに関して、両市関係者が協

議、意見交換する場を設ける。また、川崎市の得意とする低炭素開

発技術及び方策等について同市の実績や知見を説明頂き、今後

の協力関係を構築する。 
2. ヤンゴン市の課題に対

し、川崎市の支援や同

市企業の貢献の方法が

不明確 

ヤンゴン市の抱える課題及びニーズに対して、川崎市の政策や制

度の実績、及び市内企業の保有する技術を利活用することができる

かを確認する。特に、ヤンゴン市のニーズに関して定性的なもので

はなく、過去の調査等を基に、規模を確認することに努める。 
3. 持続的な協調や意見交

換が必要である 
両市の連携に関して、短期的な視点や中長期的な視点でどのよう

な協調が可能であるかを協議する場を設けると共に、協力方針及び

体制等を検討する。 
出典：調査団 

 
 

4.2 概要（現状） 

本事業では、上述の通り、事業開始当初、ヤンゴン市においJCM案件の形成を川崎市・

経済労働局国際経済推進室と協力し、推し進めることを主眼においていた。しかしながら、

ヤンゴン市（主にYCDCにおける2部署：都市計画局（City planning & Land Administration 
Department（CPLA）及び公衆衛生局（Pollution control & Cleansing Department（PCCD）が

対応）との都市間連携に係る協議や意見交換、両市による訪問を通して、当初予定から多

少の軌道修正を行った。 
以上より、都市間連携に関して現在両市が協議している項目として、①川崎市側の実施

体制、②ヤンゴン・川崎両市の実施体制、及び③基本方針を整理の上、記載する。 
 
 

4.2.1 川崎市の実施体制 

本事業では、川崎市の低炭素都市連携の推進体制として、川崎市経済労働局国際経済

推進室を担当窓口として、ヤンゴン市との都市間連携の検討を行った。国際経済推進室は、

海外との産業交流の促進、環境産業振興施策の推進等を主な業務として担っており、市内

外企業で構成されるかわさきグリーンイノベーションクラスター加盟企業の海外進出支援を

行っている。 
本事業開始後、川崎市の支援を得て、川崎市商工会議所と連携を取り、更なる川崎市内

企業のヤンゴンでのビジネス展開の協議を行った。その理由として、川崎市の経済界を代

表する「川崎市商工会議所」は、2015年 6月にミャンマー商工会議所との間で経済協力協

定（MOU）を締結しており、双方の加盟企業と協力関係の構築を検討した。川崎市及び川

崎市商工会議所との連携のイメージを次頁図に整理する。 
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出典：調査団 

図 4-2 川崎市における都市間連携の実施体制 
 
上記に関連する活動として、2015年11月13日に「かわさきグリーンイノベーションクラスタ

ー海外展開セミナー」と称したイベントを川崎市内で行い、クラスター加盟企業だけでなく、

川崎市商工会関係者の参加を得て、川崎・ヤンゴン両市による都市間連携に資するJCM案

件形成の情報提供を行った。 
 
 

4.2.2 ヤンゴン市・川崎市による都市間連携実施体制案 

当初、ヤンゴン市ではCPLAが本事業のカウンターパートとして対応する予定であった。

しかしながら、同国にて既に事業着手されているJCM設備捕縄事業「ヤンゴン市における廃

棄物発電事業」4 をホスト国側として主体的に対応した同市PCCDの参加もまた適当である

との同市の助言を踏まえ、ヤンゴン市側のカウンターパートを下図の通りとした。 
一方、川崎市は本調査で中心的役割を担った経済労働局国際経済推進室が引き続き

同市内の取りまとめ役として都市間連携を推進し、都市間連携のテーマに関連した各部局

との連携を図る。各部局は都市間連携の具体的な支援メニューのアイデア検討、ヤンゴン

市職員との技術交流等で連携していく。特に、JCM案件形成に関して、同市内企業を中心

に構成されるかわさきグリーンイノベーションクラスター企業と連携することを想定する。 
 
加えて、川崎市では昨年6月に川崎市商工会議所がミャンマー経済連合会と覚書を締結

していることに加え、同商工会議所は会頭以下関係者が本事業への協力に積極的な姿勢

を示している。そのため、川崎市内の体制として同商工会議所を加えることとした。 
 

4 JCM 設備補助感じ企業は、JFE エンジニアリング。 

川崎市

経済労働局 国際経済推進室

川崎市商工会議所

ミャンマー商工会議所とMOU
を締結済み

かわさき
グリーンイノベーションクラスター

（加盟企業 100社超）

かわさき
水ビジネスネットワーク

（加盟企業約50社）

連携

加盟企業のヤンゴン市への進
出支援、事業化支援の実施
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出典：調査団 

図 4-3 都市間連携実施体制案 
 
 

4.2.3 都市間連携の基本方針 

本事業では、当初、ヤンゴン市でのJCM案件形成を促進することを主眼においていた。

しかしながら、ヤンゴン市側の要請もあり、案件形成に限らない広範な連携として、川崎市

の知見を共有する形でヤンゴン市への様々な支援や協力を検討することも行った。 
そして、両市によるそれら協議結果を今後、実行するための土台作りとして、両市長によ

る都市間連携にかかる覚書（Minutes of Understanding : MOU）の締結を目指すこととした。

事業開始時点では、ヤンゴン市の抱える課題及び川崎市との都市間連携に求めるニーズ

等を把握することから始まり、ヤンゴン市のニーズに対して川崎市としてこれまで積み上げ

てきた経験及び技術、市内のネットワークをどのように活用してその期待に応えるかについ

てヤンゴン市と協議を重ね、模索、検討してきた。 
 
両市間の協議において、ヤンゴン市が抱える課題及び川崎市の支援可能な内容を踏ま

えた今後の都市間連携方針を整理する。 
 
ヤンゴン市の抱える主な課題及び支援に係るニーズは低炭素型開発、廃棄物処理、環

境モニタリングの3つに集約される。当該分野における川崎市の支援としては、技術的支援、

人的交流による支援、計画策定支援等幅広く提案された。お互いのニーズと支援可能な分

野のすり合わせを行い、今後の都市間連携の基本方針を検討した。都市間連携基本方針

を基に、両市の覚書案を作成し、2016年3月を目処に覚書を締結する予定である。 
 

ヤンゴン市

市長

川崎市

市長

川崎商工会議所

広報情報局（PRID）
Public Relations & Information Dept.

都市計画局（CPLA）
公衆衛生局（PCCD）

経済労働局・国際経済推進室

環境局（廃棄物・モニタリング関連）
まちづくり局（低炭素開発関連）
上下水道局（上下水道関連）

かわさきグリーンイノベーション
クラスター加盟企業

都市間連携

に係る覚書
（MOU）の締結

両市による
各種都市間連携
活動の実施

川崎市内企業による

ヤンゴン進出支援
（JCM案件形成含）等

（2016年3月締結予定）

ヤンゴン経済連合会

ミャンマー民間企業
民間レベル
での交流

ミャンマー民間企業
による都市間連携や
JCM案件形成支援等
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出典：調査団 

図 4-4 ヤンゴン・川崎両市による都市間連携の基本方針 
 
  

ヤンゴン市の課題及びニーズ

【低炭素社会】
・ 市内で都市開発が進む中、環境に配慮した低
炭素型開発が望まれる

【廃棄物分野】
・ ごみ収集、廃棄物処理等廃棄物管理が市内の
課題の一つである

【環境モニタリング分野】
・ 交通量の増加、急激な開発による公害問題の
深刻化が危惧される

川崎市の支援メニュー

【低炭素社会実現】
・ 川崎エコタウン構想等の計画・実施知見の共有
・ 低炭素化技術を有する市内企業によるヤンゴン市
場への進出支援

【環境モニタリング分野】
・自動車排ガスのモニタリングシステムの構築支援、
大気分析ノウハウ

・ 水質・土壌のモニタリングシステムの構築支援
【廃棄物分野】
・ 家庭系の一般廃棄物処理施設の設置・運営、及
び一般廃棄物の収集運搬・分別

・ 家庭用の一般廃棄物処理基本計画の策定支援
【水分野】
・ 上下水道整備計画、同施設の設置・運営ノウハウ
・ 水道水の水質管理ノウハウ

ヤンゴン・川崎両市による都市間連携の基本方針
1) 低炭素社会の実現に向けた技術的、人的交流による支援
2) 環境モニタリング等環境に配慮した都市開発の支援
3) 廃棄物管理等収集、分別にかかる技術・計画の共有、支援

ヤンゴン・川崎両市による都市間連携の基本方針を踏まえた覚書の締結
（2016年3月頃署名予定）
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4.2.4 都市間連携実施メニュー 

次年度以降の都市間連携実施メニューとして検討している内容を下記に整理する。 
 

表 4-2 都市間連携実施メニュー案  
 項目 概要 

H27 
年度 

1) 都市間連携の為の現状把

握・共有 
現地及び日本にて協議の場を複数回持ち、両市

の現状の把握、情報共有を行い、お互いの理解

を深めることに注力した。 
2) 都市間連携メニューの検討 ヤンゴン市の課題・ニーズと、川崎市の支援可能

なメニュー等を協議し、都市間連携メニューの検

討を行った。 
3) MOU 案の検討 上記協議内容に基づき、今後の都市間連携に係

る MOU 案を検討、作成した。 
  

 
 

H28 
年度 

1) 低炭素開発アクションプラ

ンの作成  
2013 年に策定済みのヤンゴン都市圏開発マスタ

ープランで提唱されている低炭素開発ビジョンに

基づき、中長期的な視点から低炭素開発アクショ

ンプランを作成。 
2) 定期的な WG ミーティング

の実施（本邦での実施も含

む） 

低炭素アクションプランの作成及び都市間連携の

実施を進めるため、定期的な WG ミーティングを

実施。WG は現地及び本邦での開催とする。 
3) 技術研修メニュー案の作成 ヤンゴン市が必要とする技術支援に関し、川崎市

で支援可能なメニューに基づき、技術研修メニュ

ーを作成する。 
4) パイロットプロジェクト案

の作成 
低炭素開発アクションプランにおいて、短期的に

実施可能な低炭素開発のパイロットプロジェクトを

選定し、実施計画を作成する。 
  

 
 

H29 
年度 

1) 低炭素開発アクションプラ

ンに基づくパイロットプロ

ジェクトの実施 

2016 年度に作成したパイロットプロジェクト実施計

画に基づき、パイロットプロジェクトの実施を支援

する。 
2) 技術研修の実施（本邦での実

施も含む） 
2016年度に作成した技術研修メニューに基づき、

現地及び本邦において技術研修を実施する。 
3) 定期的な WG ミーティング

の実施（本邦での実施も含

む） 

定期的な WG ミーティングを実施し、密な連携を

図る。 
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4.3 都市間連携に係る活動結果 

4.3.1 概要 

本年度では、ヤンゴン市（YCDC）における低炭素社会実現のための課題と対応策（JCM
案件形成検討含む）の検討を行った後、川崎市がこれまで京浜工業地帯の中核都市として

培ってきた、環境技術・産業への考え方から、公害問題から低炭素社会に向けた各種取り

組み、そして同市が近年設立・運営している各種活動をヤンゴン市関係者へ情報共有する

と共に、今後の両市の関係構築を行った。 
本事業では、これまでヤンゴン市と川崎市における都市間連携の実績は無い。そのため、

まずは両市の現状を把握し、ヤンゴン市の都市間連携におけるニーズの共有、川崎市の支

援内容の提案等を段階的に協議し、将来的な都市間連携の枠組みについて検討した。本

事業においての都市間連携における取組みについて下表に整理する。 
 

表 4-3 都市間連携に係る取組み 
調査内容 実施時期 概要 

キックオフ会議

（東京） 
2015年8月25日 貴省、川崎市、日本工営の3社でキックオフ会議を開催し、今

後の調査方針、スケジュール、調査概要について協議を行っ

た。 
第1回現地調査

（ヤンゴン） 
2015年9月 8日～

12日 
ヤンゴン市（YCDC）に対し、本調査の概要及び今後のスケジ

ュールを説明し、10月19日に横浜で開催予定のJCM都市間

連携ワークショップへの参加を依頼した。JCMセミナーには

YCDCの都市計画課（City Planning & Land Administration 
Dept.）及び公害規制清掃部（Pollution control & Cleansing 
Dept.）よりそれぞれ1名が任命された。注1 

第2回現地調査

（ヤンゴン） 
2015年10月11日
～16日 

日本工営及び川崎市担当者で現地調査を実施した。現地調

査概要は下記のとおり。 
・カウンターパートであるYCDC担当部局（都市計画課及

び公害規制清掃部）と面談し、川崎市との今後の連携体

制、都市間連携に係る合意文書の署名等について議論を

行った。 
・連携に係る合意文書はヤンゴン市長がサイナーとなるた

め、今後Public Relations部局と連携しながら、都市間連

携を進めることを留意点として確認した。 
JCMワークショッ

プ（横浜） 
2015年10月19日
～22日 

10月19日：JCM都市間連携ワークショップの参加（横浜、環

境省主催） 
ミンガラドン工業団地管理会社のDirectorであるMin Thu氏を

招聘した。 
10月20日～22日：川崎市内低炭素関連施設の見学 
ミンガラドン工業団地にも適用可能な技術を有する川崎市内

企業や川崎市施設として、川崎市内のリサイクル工場、バイオ

マス発電施設、環境総合研究所、省エネ関連施設を見学し、

川崎市における低炭素技術の取り組みについて質疑・応答を

行った。 
※川崎市低炭素関連施設の見学概要は添付参照 

第3回現地調査 
（ヤンゴン） 

2015年11月15日
～26日 

・YCDC担当部局（都市計画課及び公害規制清掃部）と面

談し、1月に実施予定の本邦招聘について、参加者、プ

ログラム等を確認、協議した。ワークショップには各部
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調査内容 実施時期 概要 
局の局長の参加を念頭に調整することとなった。 

・都市間連携に係る川崎市及びヤンゴン市のMOU締結につ

いて、内容、手続き、署名までのスケジュールにつき協議・確

認した。MOU案を調査団で用意し、案をもとに内容の詳細を

詰めることとなった。署名スケジュールとしては、3月以降の政

権交代に伴うヤンゴン市長の交代の可能性を鑑み、可能な限

り2月末を目処に進めることとする。 
第4回現地調査 
（ヤンゴン） 

2015年12月27日
～29日 

日本工営及び川崎市担当者で現地調査を実施した。現地調

査概要は下記のとおり。 
・YCDC担当部局（都市計画課及び公害規制清掃部）及び

Public RelationのSecretaryと面談し、都市間連携のMOU締結

及び来月実施予定の本邦招聘について、協議した。 
・MOU案について作成後、YCDC内で確認、Public Relation
を通して市長の署名手続きを進めることで合意した。 
・両市の都市間連携における内容は、大気汚染モニタリング、

廃棄物管理、低炭素エコタウン開発の3つのキーワードを主軸

に検討することとなった。 
国内招聘 
（川崎市） 

2016年1月11日～

16日 
公衆衛生局長 Mr.Cho Tun Aung、都市計画局長 Mr.Than 
Lwin Oo、秘書課 Mr. Thike Soe を川崎市に招聘し、川崎市

内企業の環境技術の見学、MOU 案に係る協議等を行った。 

※国内招聘の概要は添付参照 

ワークショップの

開催 
（ヤンゴン） 

2016年1月29日 都市間連携に関するワークショップをヤンゴン市庁舎におい

て実施した。ヤンゴン市長が開会の挨拶、副市長が閉会の挨

拶を行い、YCDC各部局、ヤンゴン市内大学関係者、市内企

業等計70名が参加した。日本側は調査団、川崎市、在ヤンゴ

ン本邦企業が出席した。ワークショップにおいて、YCDC及び

川崎市による都市間連携に係る発表、本事業の取組み及び

今後の展望に係る発表を調査団より行った。 
※ワークショップ開催概要は添付参照 

第6回現地調査 2016年2月22日～

26日 
本年度の調査結果に関し、カウンターパート機関である

YCDCに報告し、MOU締結及び来年度以降の調査方針につ

き協議を行った。 
出典：調査団 
注1 ： JCM都市間連携ワークショップへのYCDC職員の招聘に係り、以前より予定されていたミャンマー国総選挙の影響

により、関係者の渡航許可が下りなかった。当初、国政選挙とYCDCは関係ないとのことであったが、国政選挙の

影響で市長の交代が考えられる事態となり、上記判断がYCDC内で下された。 
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4.3.2 第 3 回現地調査 

第3回現地調査において、カウンターパート機関であるCPLA及びPCCDと協議を行い、

都市間連携の方針、川崎市及びヤンゴン市間で締結予定の覚書につき検討を行った。覚

書については案を作成の上、ヤンゴン市及び川崎市双方で協議、検討の上最終化する。 
 

  
川崎市による連携メニュー説明 PCCD職員との協議 

 
 

4.3.3 第 4 回現地調査 

現地での協議にYCDCのSecretaryも参加し、今後の川崎市との都市間連携への協力の

意向が確認された。YCDCのニーズ及び川崎市から提案された都市間連携メニュー等を協

議し、都市関連携の基本方針を検討した。 
 
 

4.3.4 YCDC 職員の本邦招聘 

YCDCの職員2名（CPLA局長、PCCD局長）を川崎市へ招聘し、川崎市経済労働局との

協議、川崎市内の低炭素関連施設の見学を行い、今後の都市間連携のイメージを共有し

た。 
 
 

  
川崎市商工会議所表敬 川崎市環境総合研究所研究内容説明 
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会議風景 

 
 

4.3.5 ヤンゴンでの都市間連携ワークショップ 

現地においてヤンゴン市、川崎市主催の都市間連携ワークショップを開催し、市長以下

各局から80名超が参加し、両市の紹介、今後の都市間連携の基本方針等につき発表を行

った。 
 

  
ヤンゴン市長によるオープニングスピーチ 川崎市国際経済推進室長によるプレゼン 

  
ヤンゴン市長によるオープニングスピーチ WS会場の様子 
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4.3.6 川崎国際環境技術展 

2月18日、19日の二日間に亘り、川崎国際環境技術展が開催され、技術展においてヤン

ゴン市・川崎市都市間連携調査の紹介、かわさきグリーンイノベショーンクラスターの取組み

紹介、ヤンゴン市におけるJCM事業への参画につき呼びかけを行った。 
 

  
国際環境技術展会場 弊社出展ブース 
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第 5 章 JCM 案件形成活動 

5.1 概要 

ヤンゴン市（YCDC）では、2011年の経済封鎖解除以降、急激な都市化が進み、慢性的

な交通渋滞やエネルギー不足、衛生環境の悪化といった問題が顕在化しつつある。このよ

うな状態に対し、ミャンマー政府は2015年 9月16日に二国間クレジット制度（JCM）の構築

に合意し、制度運用に係る二国間文書を我が国と交わしている。そして、この締結がミャン

マー国の直面する各種問題に対する解決への第一歩になるものと期待されている。 
 
本事業が対象とするYCDCは、急成長するアジア諸国の中でもその発展スピードは目を

見張るものがあり、新たな海外市場を目指す日系企業の関心も高い。そのため、本事業を

実施することで、JCMを起爆剤として本邦企業によるヤンゴン市への進出促進、とりわけ川

崎市の企業において本事業を通じてヤンゴン市が身近な存在になることが期待される。 
また、本事業では単年度でのJCM案件形成事業として捉えるのではなく、川崎市とヤン

ゴン市の都市間連携に基づいて、中長期的に安定したJCM案件が発掘、形成されるだけ

の下地を本事業にて整備することも必要と考えており、その点ではかわさきグリーンイノベー

ションクラスター加盟企業への情報発信、及び同クラスター関連情報のヤンゴン市への発

信の一助となる機能を両市の話し合いにより構築すること等を踏まえ、案件組成を行った。 
 
本事業では、川崎市及びヤンゴン市による「都市間連携」の実施を尊重しつつ、ヤンゴン

市が抱えている問題を解決するため、4つの分野（「低炭素型工業団地」「低炭素型ビルマ

ネジメントシステム」「低炭素型上下水道」「再生可能エネルギー/新エネルギー」）からJCM
の案件形成を目指すことで、本事業の二つの目的を満たすよう配慮した。本事業の主な参

加者とその相関を下図に示す。 
 

 
図 5-1 本事業の主な参加者とその相関【再掲】 

 
 
本事業では、JCMの実績やヤンゴン市への事業進出に関心を持つ本邦企業と共に、

JCM案件の形成を行ったが、これに加え、川崎市が運営している「かわさきグリーンイノベー

ションクラスター」加盟企業への参加、協力を募った。同クラスターは、川崎市に関連する産

学官の連携により環境改善に取り組み、産業振興と国際貢献を目的としたネットワークであ

り、川崎に蓄積された環境技術・ノウハウ等を活用したビジネス創出の支援を行っている。 

川崎市ヤンゴン市

日本工営

かわさきグリーンイノ
ベーションクラスター

加盟企業

本邦企業 本邦企業

かわさきグリーンイノ
ベーションクラスター

加盟企業

現地事業者
（工業団地セクター）

現地事業者
（商業セクター）

現地事業者
（上下水道セクター）

現地事業者
（再生＆新エネセクター）

JCM案件形成支援

低炭素社会形成に係る意見交換、各種協力 等

JCM案件形成支援

JCM事業化支援 等 JCM事業化支援 等
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5.2 案件組成の調査方針 

JCM案件形成に関して下記の調査方針において、案件形成調査を実施した。 
 

表 5-1 JCM 案件形成に係る調査方針 
課題 調査開始当初の方針 

1. 事業者による資金調達

状況、事業計画、経営状

態等の確認 

当然のことながら、事業実施は事業者（オーナー）の判断に委ねられ

る。とりわけ、事業者の資金調達状況や事業計画が JCM案件の実施を

大きく左右する。加えて、事業者の経営状況は安定した事業実施を測

るための一つの尺度として考えられるため、その点を確認する。 
2. JCM候補案件実施に係

る既往政策（特に省エネ

対策等）を活用した方策

の検討 

省エネルギーや新規事業を実施するに当り、それを取り巻く政策や制

度の影響を受けることが多い。とりわけ、省エネ事業実施に係る資金支

援策の存在は事業実施を大きく後押しする。このような状況を認識し、

JCM 実施のポイントを確認、検討する。 
3. 対象製品や設備に係る

市場シェアの現状 
対象製品や設備の普及状況は、類似事業の実施に大きな影響を及ぼ

す。とりわけ、日本以外の国の製品や設備の市場シェアを確認すること

は、リファレンスシナリオ等の設定に係り重要である。 
4. 電気料金や燃料料金

の状況 
省エネを必要と考える程度に電気料金が負担となっているかを確認す

る。そして、この状況は省エネ対応を誘発する根拠となるか等を確認す

る。 
5. グリッド排出係数の確認 省エネルギーや再生可能エネルギーに係る GHG 排出削減量の算定

には、グリッド排出係数の存在が不可欠である。日本工営ではミャンマ

ーにおいて公表されていない「グリッド排出係数」算定に係る十分な情

報を収集しているため、左記係数の算定に対し精緻な検討等が可能と

なる。 
6. BaU 及びリファレンスシ

ナリオの検討 
リファレンス排出量はBusiness-as-usual (BaU)に比べ、低く設定されるも

のとされているが、そもそも BaU がどのようなものであるのかを、当該製

品や設備の状況等を勘案、実際の状況を推測、各種統計資料等を収

集することで具体的、定量的に確認する。 
7. モニタリング計器の設

置状況、又は MRV の

実施可能性 

JCM 事業ではモニタリング計器を適切に設置すると共に、MRV を滞り

なく行うことが必要である。特に、MRV に馴染みの無い製品や設備で

はその採用から様々な確認等が必要である。 
8. 対象施設を取り巻く設

備の状況や利用頻度・

状況の確認 

対象施設を取り巻く環境として、設備やシステム、利用頻度や利用状

況を確認することは MRV 方法論の開発検討において重要なポイント

であると認識している。そのため、対象施設の環境等を詳細に確認す

る。 
 
 
本事業では、4つの分野からJCM案件候補を検討することを提案した。それぞれの提案

事業に関し、関連するステークホルダー及び現時点での事業への関心度等につき下表に

整理する。 
  

 
 

5-2 



平成 27 年度アジアの低炭素社会実現のための JCM 案件形成可能性調査事業委託業務 
ヤンゴン市における都市間連携による JCM 案件形成可能性調査事業 

 

 
表 5-2 ステークホルダーの関心度合い 

提案事業 ステークホルダー 事業への興味、関心度合い等 
1) 低炭素型

工業団地 
ミンガラドン工業団

地 
ミンガラドン工業団地は団地設備の低炭素化（JCM 案件化）に

関し、調査の実施に前向きである。既に当該工業団地の低炭

素化に関するニーズは確認しており、それに合致した技術及

び企業との協議を進め、来年度の事業化を図る。 
2) ビルマネ

ジメントシ

ステム 

民間ショッピングセ

ンター（既存） 
弊社が実施した｢ヤンゴン都市圏開発プログラム調査（JICA）｣

において既存商業施設にヒアリングを行い、課題・ニーズを把

握している。その後現地でのフォローアップ調査において、省

エネ化への意向は確認しており、省エネ技術の導入に関し、調

査において来年度の事業化に向けて複数施設と協議を行う。 
3) 低炭素型

上下水道

施設 

上下水道施設（既

存）、工業団地、商

業施設 

ヤンゴン市の上下水道施設は軒並み老朽化し、安全・安心な

上水道の提供等が実現できていない。また、無収水率も 67%と

高く、システム全般の見直しが急務である。加えて、下水処理

場でも十分な処理がなされておらず、処理水質はアジア他国

のそれに比べ、低い水準となっている。 
4) 再生可能

エネルギ

ー/新エネ

ルギー 

現地事業者 等 現在、ヤンゴン市は慢性的な電力不足に直面しており、グリッド

からの電力に依存しない、再生可能エネルギーや新エネルギ

ーの導入を現地事業者が期待している。これまで、弊社ではヤ

ンゴン市内にて｢ヤンゴン都市圏開発プログラム調査｣等の調

査に従事し、再生可能エネルギーや新エネルギーの導入ポテ

ンシャルを現地事業者等から確認している。そのため、これら

情報を基に、JCM 案件発掘ニーズを確認する。 
 
 
JCM 案件形成のため、本調査において現地で協議した各種業界団体等協議結果を下

表に整理する。川崎市では、民間レベルで既に川崎市商工会議所がミャンマー工業会と関

係企業の事業展開を願う協力同意（MOU）を本年 6 月に交わしている。 
 
 

表 5-3 JCM 案件形成のための各種業界団体と協議結果 
# 組織名 選定理由 
1 ジェトロ・ヤンゴン事務所 ヤンゴンに進出する日系企業の把握、及びヤンゴ

ンでの事業展開に係る各種情報の収集等 
2 ジェトロ・東京事務所 前ヤンゴン事務所赴任者に対して、JETRO ヤンゴ

ンでの面談に対する追加情報の確認等 
3 川崎市商工会議所 かわさきグリーンイノベーションクラスター企業の進

出、及び本年にヤンゴン工業会と交わした MOU
の締結状況等につき意見交換を実施 

4 ミャンマー日本商工会議所 
（旧ヤンゴン日本人商工会議所） 

JCM 案件形成のための情報提供として、11 月時

の現地調査の際、関係者と協議等を行う予定。 
5 その他（在ヤンゴン日系組織） ミャンマーに進出する日系企業の把握 等 
 
 
加えて、本事業では川崎市経済労働局国際経済推進室の支援を受け、同市が設立・運

営している「かわさきグリーンイノベーションクラスター」の機能を最大限に活用し、同市企業
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の海外進出支援を図ると共に、JCMへの積極的な参加の道筋を立てることを想定し調査を

実施した。同クラスター加盟企業の一部を下表に整理している。 
 

表 5-4 かわさきグリーンイノベーションクラスター会員企業（抜粋） 
株式会社イースクエア ㈱東芝（コミュニティソリューション社事業開発センター） 

エリーパワー株式会社 ナノフュエル株式会社 

川崎信用金庫 日本原料株式会社 

株式会社クレハ環境 日本フューチャーエコシステムズ株式会社 

JFE 環境株式会社 日本ベーシック株式会社 

JFE プラリソース株式会社 富士通株式会社 川崎支店 

相互発條株式会社 北海バネ株式会社 

株式会社総商 株式会社ミューフィットジャパン 

株式会社ソフテム 株式会社ユニオン産業 

株式会社高砂製作所 株式会社リコー リコー環境事業開発センター 

東京整流器株式会社 リコーテクノロジーズ㈱第 2 設計事業本部新規開発室 

 
 
このように、川崎市産業セクターが抱える様々な要素、コンビナート形成に資する技術や

環境保全に配慮した製品・技術・サービスの提供等は、ヤンゴン市の現在・未来に貢献する

ものであると期待される。そのため、上述している「都市間連携」活動と絡め、今後、上表の

に掲げた企業との協議を活発に続け、川崎市内企業のヤンゴン進出を支援することを念頭

に調査を実施した。 
 

  

 
 

5-4 



平成 27 年度アジアの低炭素社会実現のための JCM 案件形成可能性調査事業委託業務 
ヤンゴン市における都市間連携による JCM 案件形成可能性調査事業 

 

5.3 低炭素型工業団地の開発 

5.3.1 概要 

ミャンマーにおいて集約的なエネルギー消費が見込まれる工業団地（既存工業団地：ミ

ンガラドン）を対象として、その低炭素化に向けた本邦技術・製品の導入可能性を検討の上、

来年度以降のJCM事業としての案件形成を行った。 
 

 
図 5-2 低炭素型工業団地に対する JCM 案件形成のイメージ 

 
 
ミンガラドン工業団地は1998年に設立され、テナントの多くが日系企業で占められている

中規模工業団地である。設立より17年が経ち、インフラ設備の老朽化や改修が必要な状況

となっている。また、ヤンゴン市街地同様、電力供給が安定していないことから、バックアッ

プ電源等の電力確保が大きな課題となっている。こうした現状を踏まえ、低炭素型工業団

地を目指すことで、稼働面や経済面で安定した工場運営が実現されると期待できる。 
 
ミンガラドン工業団地の低炭素化として、現時点で実現可能性が高いと思われる技術とし

て、「高効率空調の導入」、「省エネ型蛍光灯の導入」等が挙げられ、これまでのヒアリング

においても同様の意見を工業団地関係者から聴取している。これに加え、かわさきグリーン

イノベーションクラスター企業の協力を受け、「遮熱塗料やフィルムの導入」、「断熱ガラスの

導入」、「太陽光発電施設等の導入」、「高効率分散型電源の導入」等の適用可能性を検討

した。 
  

【現況・課題】
・ インフラ設備の老朽化及び改修が必要

・ 日常的な停電及び計画停電に対応するバック
アップ電力の整備が不可欠

・ 廃棄物処理回収システムが適切に機能してい
ない

対象地 ： 工業団地インフラ、工場 等

【具体例：ミンガラドン工業団地】
1998年に設立（三井建設が施工）。テナント半数が

日系企業。第1期（計41区画）は完売。
入居企業：

衣料・縫製、食品・食料品、電気・電子製品、プラ
スチック製品等の製造工場。

電力設備：

33kVの送電線にて20MWまでの受電量。
給水設備：
深井戸にて給水（5,000m3/日）。

下水設備：

下水システムにて汚水処理場に収集、活性汚泥
法にて二次処理後、農業灌漑用水路へ放流。

廃棄物設備：

一般廃棄物はゴミ処理下請業者が収集・処分。産
業廃棄物はヤンゴン市開発局が処分。

【低炭素化への導入技術案】
1）省エネルギー設備

- 空調システムの高効率化
- 照明器具（街灯）を省エネ型（CCFL）に更新
- 工業団地の電力管理システムの導入

2）低炭素分散型電源
- 代替エネルギーの導入

3) 未利用エネルギーの利用
- ゼロエミッションコンセプト（廃棄物発電、リサ
イクル、リユース等）の導入、廃熱利用等

【上記技術を有する共同提案企業】
1）省エネルギー

高効率空調 ⇒ 荏原冷熱システム㈱
CCFL ⇒ ㈱クールジャパン

2）低炭素分散型電源
代替エネルギー ⇒ ナノフュエル㈱[かわさきグ
リーンイノベーションクラスター加盟企業]

3) ゼロエミッション、廃熱技術 ⇒ かわさきグリー
ンイノベーションクラスター加盟企業
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5.3.2 工業団地開発の現状 

低炭素型工業団地開発に係り、ヤンゴン市（YCDC）では明確な政策や制度、計画という

ものを整備していない。そのため、ミンガラドン工業団地等は近隣国等の工業団地の基準

やYCDCの規制値等を自発的に参考として各種基準（電力や上下水道基準等）を設けてい

る。そのため、本事業では、現時点でYCDCにおいて、今後、同市が参考とするであろう市

としての方針や計画として国際協力機構（JICA）にて実施された「ミャンマー国ヤンゴン都市

圏開発プログラム形成準備調査」の成果を参照している。以下にYCDCにおける低炭素工

業団地開発に関連するものを整理する。 
 

1) ティラワSEZ5開発事業 
ヤンゴン中心市街地から南へ約23kmに位置する経済特別区に工業団地や商業施設等

を総合的に開発するプロジェクト。全開発面積：2,400 haのうち400ha（ゾーンA）の開発が現

在進行している。同開発は、2012年12月にミャンマー政府と日本政府が開発協力に合意し、

2014年1月より日本の商社等にて構成される開発事業者（Myanmar Japan Thilawa 
Development Ltd.）が、現在、開発・販売を行っている。同開発には、工業団地エリアも含ま

れていることから、今後、同地域での低炭素型工業団地開発が期待される。 
 

2) ヤンゴン市周辺の工業団地の現状と今後の建設傾向 
ヤンゴンでは、市内全域において工業団地（もしくは単独の工場）が散見される。現状、

特段の制約は無いものの、利便性を優先して、新規に建設される工業団地（もしくは工場）

は、郊外の幹線道路沿いに建設されている。このような傾向は、今後も引き続き顕著になる

ものと思われ、重量車両による交通混雑問題の回避や近隣住民との問題回避のため、工

業団地（工場）を空港や港湾などの物流拠点とアクセスが良い郊外地区（しかも幹線道路沿

い）へ移転することになると思われる。 
 
 

5.4 低炭素型ビルマネジメントシステムの導入 

5.4.1 概要 

ヤンゴン市（YCDC）の課題の一つとして、日常的な停電及び計画停電等、不安定な電

力供給が挙げられる。そのため、通常商業施設やオフィスビル等では停電対策として予備

電源（発電機等）を常備しており、その燃料費が事業主の大きな負担となっている。他方、

市内ではショッピングモールやホテル等民間による都市開発が急速に進められており、今

後も都市開発が進む傾向にある。そこで、既存の民間商業施設やホテル等を対象に、省エ

ネルギー及び代替エネルギー等の低炭素技術を導入することにより、低炭素型ビルマネジ

メントシステムの導入を検討した。 
今後、YCDC内の商業施設やオフィス等では、アジア地域に広く普及、効果を示している

低炭素技術（高効率空調や高効率照明、再生可能エネルギーや各種省エネ設備）の導入

が期待される。加えて、工業団地での要望と同様に「遮熱塗料の採用」、「断熱ガラスの導

入」、「太陽光発電施設等の導入」、「高効率分散型電源の導入」等を検討した。 
 

5 経済特別区（Special Economic Zone : SEZ）のこと。 
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図 5-3 低炭素型ビルマネジメントシステムに対する JCM 案件形成のイメージ 

 
 
5.4.2 商業ビル等の開発の現状 

低炭素型ビルマネジメントシステムに係り、YCDCでは明確な政策や制度、計画というも

のを整備していない。ましてや低炭素社会実現に向けた方針を市として示していない。その

ため、本事業では、YCDCにとって現時点で最良と思われ、かつ今後、同市が実施する可

能性が高い計画として、国際協力機構（JICA）にて実施された「ミャンマー国ヤンゴン都市

圏開発プログラム形成準備調査」の成果を参照する。 
 

1) ヤンゴン市による都市開発事業 
YCDCでは2011年の経済封鎖解除後に官民様々な都市開発が行われている。特に、

YCDCが関与しているものを下表に整理する。 
 

表 5-5 ヤンゴン市における都市開発事業 
# 名称 概要 事業主体 計画年度 
1 Mindamaプロジェクト 映画館、ホテルを含む多目的商業

施設、開発面積：13.3 ha 
YCDC 未定 

2 Mayangon Junctionプロ

ジェクト 
映画館、ホテルを含む多目的商業

施設、開発面積：8.1 ha 
YCDC 未定 

3 Garnamarプロジェクト 映画館、ホテルを含む多目的商業

施設、開発面積：13.3 ha 
YCDC 未定 

4 Kyaukyaetwin プロジェ

クト 
商業施設、住宅 
開発面積：20.4 ha 

YCDC 未定 

5 Babahtoo 住宅開発プ

ロジェクト 
--- YCDC 未定 

【現況・課題】

・日常的な停電及び計画停電により、工業団地
内工場や商業施設は、予備電源を常備、利用
しており、その出費（発電機本体や燃料）が事
業者にとって大きな負担となっている。

・既存工業団地では、インフラ改善に対する要望
が高く、電力供給の容量拡大・安定が重要課題
となっている。

【ヤンゴン市内の現状】
工業団地：

既存及び開発中の工業団地は、ヤンゴン市内だ
けで24箇所（総開発面積：6,600 ha）

商業施設：
ショッピングセンター ： 23箇所
スーパーマーケット ： 22箇所

コンビニエンスストア ： 11箇所
ホテル：
ヤンゴン市内のホテルは166箇所（規模に関わら
ず）となっている。

【低炭素化への導入技術案】
1）省エネルギー

- 空調システムの高効率化
- 照明器具を省エネ型（CCFL）に更新
- 商業施設等での電力管理システムの導入

2）低炭素分散型電源
- 代替エネルギーの導入

- バックアップとなる電源の確保（創エネ技術の
導入）

【上記技術を有する共同提案企業】
1）省エネルギー

高効率冷凍機 等 ⇒荏原冷熱システム㈱
省エネ型蛍光灯（CCFL） ⇒㈱クールジャパン

2) 見える化技術
＊候補技術及び企業を選定中。

3）低炭素分散型電源

代替エネルギー 等 ⇒ナノフュエル㈱[かわさ
きグリーンイノベーションクラスター加盟企業]

対象地 ： 商業施設、オフィス、ホテル 等
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# 名称 概要 事業主体 計画年度 
6 Bo Min Yong 低コスト

住宅開発プロジェクト 
--- 
開発面積：3.8 ha 

YCDC 未定 

7 Duplex for South Dagon 
プロジェクト 

複合施設 
開発面積：7.6 ha 

YCDC 未定 

8 Middle Level 住宅開

発プロジェクト 
--- 
7.6 ha 

YCDC 未定 

出典：JICA「ミャンマー国ヤンゴン都市圏開発プログラム形成準備調査」 
 
 

2) その他 
YCDCでは、近年、住宅の高層化として集合住宅が建設されており、その多くは2000年

以降に建てられたものであることが多い。また、商業施設に関しても、これまでYCDCに存在

しなかった複合ショッピングセンター、スーパーマーケット、コンビニエンス・ストアなども、伝

統的商業施設である市場に加え、近年急速に増えている。そして、これら施設（建造物）で

は、良好なサービスの一環として、停電対策や安定した空調施設、上下水道施設といった

ものを安定かつ安全に提供することが強いられており、事業者の費用負担にもなっている。 
 
 

5.5 低炭素型上下水道施設の導入 

5.5.1 概要 

ヤンゴン市（YCDC）内の給水人口は680万人、上水道普及率は38％(2011年)、下水道

普及率は5%未満と市民の約60%が上水道の恩恵を享受できず、地下水、河川、湖沼より

取水している。また、無収水率は67%であり、配管の老朽化による漏水、水道管への不法接

続等が問題となっている。 
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図 5-4 低炭素型上下水道施設に対する JCM 案件形成のイメージ 

 
更に、提供される上水の水質は良好とは言えず、ほとんどの水道水から一般細菌が検出

されている。こうした現状を改善し、安全・安心な水の供給を行い、低炭素型浄水施設の導

入を図ることにより、上水分野での低炭素化を検討する。YCDC内の上下水道施設の多く

が老朽化していることから、システム全般の更新、改修、及び新規インフラの建設が急務と

なっている。そのため、上下水道に関連する省エネ機器の導入が広く求められており、同セ

クターにおける消費電力量が高い送水ポンプ等でのGHG排出削減等が期待される。 
 
上下水道事業の性格から公共事業として実施されることが多いと考えられるが、一部の

事業に関して民間事業者が介入することもある点を確認している。 
他方、上述の通り、上下水道施設の老朽化はYCDCにおいて喫緊の課題であることは周

知の事実である。以上より、本事業では、かわさきグリーンイノベーションクラスター加盟企

業等の参加より、上下水道事業に係る低炭素化の貢献を下図のようなアプローチにて実施、

検討した。 
 
また、公共性の強い事業に関して、貴省による設備補助事業で実施することは公共入札

の実施等の点で懸念材料が幾つか考えられる。例えば、入札実施のスケジュールが設備

補助事業の公示スケジュールとうまく合わない、入札価格に設備補助事業を適用した価格

で入札が可能であるか等の懸念点が挙げられる。こうした状況を鑑み、JCMに係る関連スキ

ームである「一足飛び型発展の実現に向けた資金支援事業」等の採用も念頭に事業化の

方向性を検討した。 

【現況・課題】
・市民の約6割が上水道の恩恵を享受できず、地

下水、河川、湖沼より取水している。

・配管の老朽化による漏水、水道管への不法接
続、水道メーターの不正等の対応が必要

・給水量のうち、塩素消毒水量の割合は約25%。

そのため、ほとんどの水道水から一般細菌が検
出されている。

【ヤンゴン市内の現状】
給水人口：

ヤンゴン市 6,800,000人
普及率：
上水道：38% （2011年）、下水道：5%未満（2011

年）
無収水率：

67% （2011年）
ヤンゴン市の上水消費量

158 [liter/人/日]
（但し、漏水を考慮し316 [liter/人/日]を供給）

ヤンゴン市内の下水処理場：

6箇所

【低炭素化への導入技術案】
1）浄水ろ過設備

- 低電源型ろ過設備（シフォンタンク）の設置、低
炭素及び安全な水の供給を実現

2) 高効率ポンプ
- 低電力消費型ポンプシステム（運転制御含む）

3）低炭素型上下水道システム

- 水関連の本邦企業技術、製品を導入すること

によりシステム全体にて低炭素型を実現し、安
全・安心な水環境を提案

【上記技術を有する共同提案企業】
1) 高効率ポンプシステムの導入

⇒荏原製作所
2）総合的な低炭素水ビジネスの提案
⇒かわさき水ビジネスネットワーク加盟企業
⇒川崎市 上下水道事業運営の技術ノウハウ

対象地 ： 既存上下水道施設、商業施設、工場、ホテル等
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図 5-5 低炭素型上下水道施設の事業化の進め方 

 
 

5.5.2 ヤンゴン市の現状 

低炭素型上下水道に係り、ヤンゴン市（YCDC）では上下水道サービスへの向上に係り、

明確な政策や制度、計画というものを準備していないものの、同市において喫緊の問題で

あることから国際協力機構（JICA）による調査の受け入れ等を積極的に進めている。 
現在、JICAによる上下水道に特化した調査が実施中であるが、その全体像を把握するた

め、現時点で参考とすべき前段の調査結果として、JICA「ミャンマー国ヤンゴン都市圏開発

プログラム形成準備調査」にて特定された上下水道分野（雨水排水含む）における目標（下

表参照）を参考としている。 
 
1) 上水道における開発目標・指標 

 
【ビジョン】 より多くの市民への適切な水量・水圧・価格での飲用可能な水の提供と自立

した持続可能な水道事業の実現 
 

表 5-6 上水道における開発目標・指標 
# 開発項目 効果指標 
1 給水人口 ヤンゴン市    ：6,800,000人 

ヤンゴン都市圏 ：8,100,000人 
2 水道普及率 ヤンゴン市    ：80% （38%：2011年時点） 

ヤンゴン都市圏 ：69% （35%：2011年時点） 
3 日最大給水量 ヤンゴン市    ：2,500,000 m3/日 

ヤンゴン都市圏 ：2,900,000 m3/日 
4 無収水率 生産水量に対して、15%（67%：2011年時点） 
5 施設利用率 80%以上 
6 24時間給水率 給水人口に対して100% 
7 塩素注入率 給水人口に対して100% 
8 水質 全ての項目がWHOガイドラインの範囲内 
出典：JICA「ミャンマー国ヤンゴン都市圏開発プログラム形成準備調査」 

 
 

上下水道の管理・運営
ヤンゴン市（YCDC）

調査団

かわさきグリーンイノベーション
クラスター加盟企業 等

課題及び導入技術のニーズ把握

⇒導入技術及び対象施設の抽出
⇒事業計画及び資金調達の検討
⇒JCM事業化の検討

ニーズに応じた導入技術の提案
2040年までに現在の給水量の1.84
倍に増やす計画。また、既存施設は
老朽化が進んでおり、建替えを必要
とする。

低炭素型上下水施設の提案 （高効
率ポンプ、雨水利用 等の技術導入
可能性）

協議

事業化への参
画呼掛け

川崎市
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2) 下水道・雨水配水における開発目標・指標 
 
【ビジョン】 良好な水環境の創出及び水害の無い安全な都市の実現 
 

表 5-7 下水道等における開発目標・指標 
# 開発項目 効果指標 
1 下水道普及率 ヤンゴン市    ：36%（---） 

ヤンゴン都市圏 ：49%（4%：2011年時点） 
2 汚水処理率 ヤンゴン都市圏にて40% 
3 水再生率 下水処理量に対して 6% 
4 下水処理水質 BOD ： 20 mg/liter 

SS   ： 30mg/liter 
5 浸水改善目標（定性） YCDC市内中心部における浸水被害の解消 

出典：JICA「ミャンマー国ヤンゴン都市圏開発プログラム形成準備調査」 
 
 

5.6 再生可能エネルギー・新エネルギー候補案件の発掘 

5.6.1 概要 

ヤンゴン市（YCDC）では、強風等による配電網の破損や乾季後半における計画停電等、

市民の生活を支える電力事情は必ずしも良好ではない。加えて、近年の著しい経済発展に

より電力需要は右肩上がりであり、同市における安定した電力供給システムの構築が期待さ

れている。とりわけ、民間事業者では、個人の電力需要に応じて、比較的簡易に導入できる

再生可能エネルギー・新エネルギーの導入には高い関心が寄せられている。 
 
このような状況に対し、本業務では再生エネルギーや新エネルギーによるJCM案件形成

の土台となる「ニーズ把握」を行う。再生エネルギー・新エネルギーセクターでは、大小様々

な技術が含まれていること、そして設置や導入が期待される現地事業者も広範であると考え

られることから、現地側（YCDC）のニーズ把握を行うだけでなく、日本側からの提供可能技

術の把握を行うことが効果的であると認識している。これにより、YCDCでの今後のJCM案件

形成を弾力的なものとする土台を構築できると期待し、再生可能エネルギー・新エネルギー

の候補案件発掘を行った。 
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図 5-6 再生可能エネルギー/新エネルギー候補案件の発掘に対する対応イメージ 

 
 
具体的なものとして、「①：現地ニーズの把握」は、これまでに弊社が構築したYCDC内で

の企業、政府機関等とのネットワークを有効活用すると共に、企業グループ（商工会議所等）

と意見交換を重ねることで、情報収集等を行った。 
また、本邦企業によるYCDCへの進出計画等を確認することから「②：本邦企業の提供技

術の把握」を行う。これには、かわさきグリーンイノベーションクラスター加盟企業、JETROヤ

ンゴン事務所や省エネルギーセンター等からヤンゴンへの進出に関心を持つ企業情報等

を収集した。 
 
 

5.6.2 ヤンゴン市の現状 

YCDC市内に限定せず、ミャンマーでは全国的に電力不足となっており、以下の問題が

顕在化している。 
 

1) 電力不足 
乾季の終わりや渇水期では、水力発電所の出力が低下するため、全般的に電力不足が

所持ているのが現状である。また、既存発電、配電施設は老朽化が著しく、その影響から停

電を起こすことも少なくない。この対策として、多くの施設ではバックアップ用の発電機を用

意しており、これに係る費用を別途考慮しなければならない事態となっている。 
  

【現況・課題】
具体的には、以下の課題が挙げられる。

・ 頻繁な停電
・ 送電・配電ロス
・ 分散型電源の普及不足
・ バックアップ電源の普及不足
・ 自国資源（天然ガスや地熱）の有効活用

・ バイオマス資源の有効活用
・ 再生可能エネルギーや新エネルギーが十分

普及されているとは言い難い
・ 再生可能エネルギーや新エネルギーの導入

する発想がない

対象地：市内各所

【ヤンゴン市内の現状】
電力概況：

計画策定能力、配電設備の運転維持能力が不足
しており、全国規模の電力系。そして、全国規模
の電力系統運用能力の不足等の問題や実施期
間の能力向上が急務。

【上記技術を有する本邦企業】

＊上記候補技術の設定と共に、関係企業の特定を
速やかに図る。

【上記技術を有する本邦技術候補】
1）軽量太陽光パネル技術

＊候補技術及び企業を選定中。
2）バイオマス発電技術
＊候補技術及び企業を選定中。

3) バイオガス発電技術
＊候補技術及び企業を選定中。

4) その他、再生可能E・新エネルギー技術
＊候補技術及び企業を選定中。
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2) 送配電ロス 
ミャンマーでは、送電施設の技術的な問題から生じる電力消失（ロス）として、送配電設備

の老朽化、配電設備容量が小さいこと等が挙げられる。他方、非技術的な問題として、一部

の地域では盗電等のモラルの問題も生じている。 
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5.7 JCM 設備補助候補案件 

案件組成に係る本邦及び現地での調査結果を下記に整理する。 
 

# 面談先 協議内容 調査方針 案件化 
可能性 

JCM 事業参画企業への面談 

1  ㈱アイ・ビー・エ
ス社 

 2016 年 4 月にヤンゴン事務所を開設
予定である。10 月より日本人スタッ
フをヤンゴンに派遣する。当社はオ
フィス清掃サービスを主として事業
を行っている。その他、遮熱塗装に
よる冷暖房の効率化も手がけてい
る。 

 遮熱フィルムのニーズに
関し、現地にて確認する。 

 

2 ナノフュエル株
式会社 

 ナノエマルジョン燃料により、10％
程度の軽油・重油などを燃料とした
発電機・ボイラーの効率上昇が期待
できる。稼働率の高い重油焚きボイ
ラーの燃料削減について適用性が高
いと考えられる。ヤンゴンでの工場、
商業施設などの事業者から関心があ
れば製造装置を提案することが可能 

 ヤンゴンの発電所、工場等
の自家発電、ボイラーにお
ける燃料効率向上の需要
と JCM の適用性について
現地で確認する。また、同
社の JCM 実施可能性につ
いて確認する。 

 

3 富士古河 E&C
株式会社 

当社は富士電機、古河電工を親会社に

持ち、ミャンマー、カンボジア、タイを中

心に事業を展開している。2 年前にミャ

ンマー･ヤンゴン市内に現地事務所を設

立し、ビジネスを展開中である。現地で

のニーズに応じ、送電線改善、上下水

ポンプ、太陽光パネル等取引のある会

社から機器等を調達して、ミャンマーで

の事業を実施することが可能である。 
 
ヤンゴンで送電線、配電線関連機器の

双方を取り扱っている富士古河E&Cと、

ミンガラドン地区配電機器の調達につい

て、ミンガラドン工業団地の下水ポンプ・

ブロアーの機器調達可能性について面

談。 

 ミンガラドン工業団地に

おけるブロワー及びポン

プの更新事業につき検討

を依頼。 
 
 
 
 
 
 
 
機器見積もりに必要な資料、

仕様をヤンゴン側から入手

し、送付する。 

 

4 野村貿易株式
会社 

当社は 1996 年にヤンゴン事務所を開

設、経済封鎖の時に一時事務所を閉鎖

したが、2012 年にタイ現地法人の支店と

して事務所を再度開設したところであ

る。ミャンマーで取り扱う実績があるもの

は LED 照明、給油機である。LED 照明

は街路灯として導入実績がある。 

 LED 照明の導入可能性に

ついて、現地で確認調査中

である。 
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5 I 社  ミンガラドン工業団地の新規入居者
である I 社の今後の設備導入計画に
ついて、同社のバックアップ電源の
稼働について、説明を受けた。また、
JCM 制度の説明を行った。 

 工場のバックアップ電
源について、設備の計画
に JCM の可能性があれ
ばフォローする。 

△ 

6 ヤンゴン日本人
学校 

ミャンマーへの本邦企業進出に伴い、ヤ

ンゴン日本人学校では今後児童・生徒

数の大幅な増員が予想される。学校の

設備拡張計画について、JCM 案件化の

可能性について。 

 設備規模が小さい為、

JCM 案件化の検討は断

念。 

× 

7 ミンガラドン工
業団地 

ミンガラドン工業団地の下水処理設備更

新について JCM 設備補助事業を検討

する為、ポンプの稼働時間実績表・ポン

プ設備表、独立ディーゼル発電機の運

転実績表、ブロアーの稼働率、設備の

主要な仕様、ミンガラドン工業団地系統

図を入手。 
ポンプとブロアーをそれぞれ 3 台ずつ交

換予定。交換と JCM 活用の承認は 5 月

の役員会。その後詳細計画を行い 8 月

の役員会で決定される。JCM 活用のた

めの情報提供は 5 月の役員会承認後に

可能となる。 

 下水設備更新の為のポ

ンプ・ブロアーの JCM 案

件化について、見積りを

入手し費用を検討する。 
 
 
 
5 月の役員会後に状況を確

認する。来年度の設備補助

事業 2 次公募以降に申請

するか検討する。 

△ 

8 M 社 ミャンマーの IPP 事業者 の HFO(重質

燃料油)発電計画について、JCM の適

用可能性を検討する為に面談し、JCM
スキームの説明を行った。 

 計画の発電量、使用燃料

量、燃料調達価格につい

て情報を得る燃料改質

器のメーカーにコンタ

クトし、初期費用、維持

管理価格など確認し、

JCM 適用可能性を検討

する。 

△ 

9 P 社 ミンガラドン工業団地を含むミンガラドン

タウンシップ他、ヤンゴン、マンダレーに

おいて YESC（ヤンゴン配電公社）から

委託されて配電事業を行っている。今後

の設備投資、老朽化した設備更新にお

いて、高効率機器導入による JCM 設備

補助事業の可能性について面談。初期

投資が中国製などと同等程度であれ

ば、JCM を利用したい意思あり。 

 更新・新規導入が必要な

機器のリストを入手し、

高効率機器の適用が可

能かメーカーに打診す

る。 

× 

10 A 社  現地食品工場を買収した A 社が製造
量の増産を目的とし、新しい生産ラ
インを増設する。その際高効率の機
器（蒸気回収、冷却、貫流ボイラー）
を導入予定であり、JCM を活用して
導入したい。 

 機器を導入するメーカ
ーから入手した情報の
内容を確認。申請支援を
進める。 

○ 

11 B 社  新設する工場に貫流式ボイラーを導
入予定。2017 年 4 月に工場稼働を予
定している。 

 1 月下旬に B 本社の役員
会議にて事業決定を行
う。2 月に詳細情報を得
て申請支援を行う。 

△ 

12 C 社  C 社がミ国建設省と I&H という合弁
会社を設立。コンクリート工場を建

 C 本社の承認手続き後詳
細情報を入手して申請

△ 
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出典：調査団 
案件可能性： 
○ 来年度 1 次公募案件として検討の可能性有 
△ 事業スケジュール、規模等に課題があり、1 次公募への応募は難しいが、引き続き検討を進める 
× 事業スケジュール、規模等設備補助事業に適用するには難しい課題があり、設備補助事業への適用は検討しない 

 
 
上表の案件情報を基に、以下に来年度早々の JCM 設備補助案件に応募が期待される

候補案件の事業概要を記載する。 
 
 
5.8 低炭素型工業団地の開発に係る案件組成 

低炭素工業団地の開発にかかる案件組成に関し、来年度の JCM 設備補助事業候補案

件の詳細を下記に整理する。 
 
1) ミンガラドン工業団地における太陽光パネルの導入に係る省エネルギー事業 
事業主体 I 社ミャンマー現地法人 
事業概要 I 社現地法人はヤンゴン市ミンガラドン工業団地に新設し 2016 年初頭に稼働開

始予定の電子部品工場である。停電が多い同地において「停電でも自家用太

陽光発電で稼働する工場」とするため、JCM 設備補助事業スキームの活用によ

る事業化を検討している。 
 

導入技術 屋上太陽光発電システム （PV パネル 260Wx660 枚=171.6kWp と 25 kWx 6 台

インバータ、AC 出力 150 kW）により年間 238,763kWh の発電を行う。売電を行

わない工場の独立電源のシステム。蓄電池は含まない。 
 

事業収支計画 初期投資は I 社の現地法人が 100％自己投資する。 
 

事業実施体制 

 
 

想定削減量 94 tCO2/年 
※上記削減量は法定耐用年数 17 年間の削減量分の年平均値 

 
 

設する。ボイラーを含む複数の省エ
ネ機器を導入予定。 

支援を行う。 
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2) 現地食品工場における冷凍機及びボイラー技術導入に係る省エネルギー事業 
事業主体 A 社現地法人 
事業概要 現地食品会社であるヤンゴン工場を買収した A 社が増産のために新しい生産ラ

インを増設する。その際高効率の機器（蒸気回収、冷却、貫流ボイラー）を JCM
設備補助事業スキームの活用による事業化を検討している。 
 

導入技術 1）高効率冷凍機（カスケードシステム） 
2）エジェクターシステム（蒸気回収） 
3）高効率貫流ボイラー 
 

事業実施体制 

 
 

想定削減量 1）668 tCO2/年 
2）1,000tCO2/年 
3）1,086tCO2/年 合計 2,754tCO2 
※上記削減量は法定耐用年数 10 年間の削減量分の年平均値 

 
 
5.9 低炭素型ビルマネジメントシステムの導入に係る案件組成 

低炭素型ビルマネジメントシステムの導入に関し、現地日本人学校及び商業施設（ショッ

ピングモール）での省エネ技術導入の検討を行った。導入技術としては、太陽光パネル、高

効率冷凍機、LED 照明を検討したが、現地事業主のニーズ及び事業スケジュール等が

JCM 設備補助事業スキームと合致せず、来年度の案件組成として候補案件を形成すること

はできなかった。ただし、現地でショッピングモールをチェーン展開する事業主との協議は

引き続き継続して行っている為、来年度以降の事業化を視野に案件組成を図る予定であ

る。 
 
 
5.10 低炭素型上下水道施設の導入に係る案件組成 

低炭素型上下水道施設の導入かかる案件組成に関し、来年度の JCM 設備補助事業候

補案件の詳細を下記に整理する。 
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1) ミンガラドン工業団地における高効率ポンプ・ブロワーの導入 
事業主体 工業団地運営会社 
事業概要 工業団地において、テナント工場の共用設備として下水設備が導入さ

れている。老朽化した下水設備におけるポンプ・ブロアーを、高効率機

器に更新する。 
 

導入技術 1）高効率ポンプ 
2）高効率ブロアー 

事業計画 MIP が 100％自己投資を行う想定。 
事業実施体制 - 
想定削減量 機器決定後算定予定 
費用対効果 今後算定予定 
今後の検討内容 -  運営会社内での機器更新の役員会承認 

-  ポンプ・ブロアーの見積り取得、初期費用と費用対効果の算定 
 
 
5.11 再生可能エネルギー・新エネルギー候補案件の発掘 

再生可能エネルギー・新エネルギー候補案件の発掘に関し、来年度以降の JCM 設備補

助事業候補案件の詳細を下記に整理する。 
 
1) HFO(重質燃料油)発電における燃料改質事業 
事業主体 ミャンマー国発電 IPP 民間企業 
事業概要 当 IPP 企業は 12.5MWｘ4 基＝50MW の重質燃料油焚火力発電所を建設予定

である。この内の 1 基に、エマルジョン燃料改質機により改良した、従来の重質

燃料油より 5～10％燃焼効率が良い高効率燃料を用いる計画。 
 

導入技術 液体燃料に水を添加し、油中にナノサイズの微細な水を分散させたエマルジョン

燃料により、燃焼効率を改善し、燃費削減を実現する。また、完全燃焼をめざす

ことにより、大気汚染物質である PM や NOx を削減するコベネフィットがある。 
 

事業計画 ミャンマーの IPP 企業が自社投資として 100％出資する想定。 
事業実施体制 

 

想定削減量 1,695 tCO2/年  
(削減効率 5％、重質燃料油排出係数 3.0 ton-CO2/ton の場合) 
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今後の検討内容 - 事業費算定 
- 事業スケジュール確認 
- 削減効率算定の為のデータ収集 
- 代表事業者、共同事業者実施体制の構築 
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第 6 章 今後の予定 

6.1 ヤンゴン市及び川崎市による都市間連携 

6.1.1 現状及び今後の予定 

川崎市及びヤンゴン市の都市間連携に係り、両市間で協議を重ね、都市間連携の覚書

案を作成した。覚書案は現在両市において最終承認の段階であり、3月末を目処に覚書を

締結する予定である。覚書案において今後の都市間連携の基本方針をうたっており、来年

度以降に基本方針に基づいたヤンゴン市の低炭素都市開発に向けた都市間連携を実施

する。具体的には、ヤンゴン市が川崎市に期待する3つの方針、①低炭素社会の実現に向

けた技術的、人的交流による支援、②環境モニタリング等環境に配慮した都市開発の支援、

③廃棄物管理等収集・分別にかかる技術・計画の共有、支援を柱に、来年度以降の都市

間連携を実施していく予定である。 
都市間連携を実施する体制として、川崎市は経済労働局が中心となって、他の関連部局

の参画を募り、都市間連携メニューの検討、技術支援の実施、低炭素アクションプランの作

成支援を行う予定である。来年度は定期的にWGミーティングを国内及び現地にて開催し、

都市間連携に基づく支援メニューを進めていく。さらに、3ヵ年目には低炭素アクションプラ

ンで抽出したパイロットプロジェクトの実施を予定している。 
 

6.2 JCM 案件形成 

6.2.1 現状及び今後の予定 

JCM案件組成の4つのテーマである『低炭素型工業団地の開発』、『低炭素ビルマネジメ

ントシステムの導入』、『低炭素型上水道施設の導入』、『再生可能エネルギー・新エネルギ

ー候補案件の発掘』について、現地及び国内においてJCM案件の形成につき検討した。

その中で、来年度のJCM設備補助事業に提案する候補案件として、事業実施体制、削減

効果及び費用対効果等の観点から、事業候補を2件に絞った。1件は低炭素型工業団地の

開発に関し、飲料工場における冷凍機及び高効率貫流ボイラーの導入による事業であり、

来年度の設備補助事業に向けた提案準備を進めている。もう1件は、同じく低炭素型工業

団地の開発に関するもので、ミンガラドン工業団地のテナント企業である工場に太陽光パネ

ルを導入することによる省エネ事業である。本件も同様に来年度の設備補助事業提案に向

けて、現地事業主と協議及び提案書の作成を進めている。 
加えて、来年度の設備補助事業の提案にはスケジュール等の観点から間に合わないが、

来年度調査として引き続きフォローし、来年度後期もしくは平成29年度に提案を予定してい

る案件を下記に整理する。 
案件名 提案テーマ 今後の対応方針 

ミンガラドン工業団地にお

ける高効率ポンプ・ブロワ

ーの導入 

低炭素型上水道施設の導

入 
事業主である運営会社内での機器更新

に関する役員会が3月に実施予定であ

り、役員会で承認が得られた後、事業化

の詳細につき提案をまとめる。 
HFO(重質燃料油)発電に

おける燃料改質事業 
再生可能エネルギー・新エ

ネルギー候補案件の発掘 
事業費の見積りを現地事業主に提示

し、今後の事業化に向けたスケジュー

ル、資金調達等に関し、詳細を詰める。 
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JCM Project Formulation Study through
City to City Collaboration in YangonCity‐to‐City Collaboration in Yangon

Profile of Yangon city

Yangon city is the largest city and the 
former capital of the Republic of the Union 
of Myanmar (Burma), and consists of 33 

hitownships.

Area               :  1,036 [km2]
Population : 7 36 [million] (2013) Myanmar

Bangladesh

Dhaka

China

Population    :  7.36 [million] (2013)
(= 14.3% of Myanmar)

Temperature :  32 degree Celsius (max) 
22 degree Celsius (min)

Myanmar

Mandaly

Lao P.D.R22 degree Celsius (min)

Yangon city is not only commercial heart 
but also industrial center of the of Myanmar.

Naypyidaw, 
Captialbut also industrial center of the of Myanmar.

Administrative body of Yangon city is 
Yangon City Development Committee YANGON CITY Bangkok

Thailand

g y p
(YCDC). The committee’s chairman 
therefore acts as the mayor of the city.



Background and Objective of the Project

【B k d】【Background】
Yangon city is one of the rapid growth cities in the world, however, the city has faced 
several issues, such as energy supply, transportation, water supply/sewerage etc. Also, the 
private investment has been facilitated from not only domestic entities but also foreign 

titi th it h bi i l t ti lentities, so the city has big commercial potential. 

【Objectives】
To contribute to sustainable development and realize low carbon society in Yangon, the 
t d i t f l t ti JCM j t ll b t ith K ki it dstudy aims to formulate prospective JCM projects collaborate with Kawasaki city and 

Japanese private entities, which have high-efficiency and low carbon technologies.

Outlines of City‐to‐City Collaboration between Yangon and Kawasaki

Kawasaki cityYangon city

Current situation of potential sectors Support on 
environmental 

[Power]
Unstable power supply, stand-by(back-up) power system in industrial park/ 
commercial facilities etc.

[Transportation]

technology and 
industrial development 
collaborate with member 
of Kawasaki green 
innovation cluster etc.[Transportation]

Heavy traffic jam, demand of mass rapid transit (MRT) system, insufficient 
parking lots, lack of consolidated logistics system etc.

[Water supply & sewerage]
Decrepit water supply/sewerage facilities, expansion of the facilities in the 

Low CO2 Kawasaki 
brand entities, certified

Nanofuel Sowshowp pp y g p
suburb etc.

Nanofuel, Sowshow, 
JFE plastic resource 
corpration, Toshiba 
corp. etc.

Japanese privatea) High efficiency air conditioning

Target sector Technologies to be introduced
Japanese private  

entities

Ebara corporation, 
Cool Japan, Ebara  
refrigeration equipment

1) Low carbon industrial park
a) High efficiency air conditioning 

facilities, energy saving fluorescent 
light, etc.

2) Low carbon building 
management system

b) High efficiency air conditioning 
facilities energy saving fluorescent

Nippon Koei

Study/support of JCM

refrigeration equipment 
& system etc.

3) Low carbon water 
supply/sewerage facilities

c) High efficiency pumping system, low 
carbon technologies in water sector 
etc

g y facilities, energy saving fluorescent 
light, etc.

Study/support of JCM 
project formulation 
between Japanese and 
Myanmar companies

etc.

4) Project identification of 
Renewable energy/New 
energy 

d)  Solar power, biogas, biomass, mini 
hydropower etc.



Objectives  of the City‐to‐City Collaboration

•  It aims to support establishment of Low Carbon Society in Yangon in order to mitigate 

GHG emissions.

•  Also, it aims to scrutinize mid-and-long term city-to-city collaboration between Yangon g y y g

and Kawasaki.

• Under the process of JCM project formulation, it aims not only “diffusion of advanced low 

carbon technologies” but also “share of knowledge and know-how ” between Kawasaki g g

city and YCDC in the JCM scheme.

Advanced low carbon products 
/technologies from Japanese entities

Shared Kawasaki city’s experience

Establishment
of low carbon societies

in Yangon
i d t l it

y p
, knowledge and know-how

• Overcome of pollution and establishment of low 
carbon society 
O ti i f i tit ti d

, in order to solve its 
current/urgent issues

• Operation experiences of institutions and 
infrastructures

Merits of the Project

• Establish the low carbon society with utilization of Japanese advanced 
d t /t h l i d i YCDC’ ff t i l di

YCDC (Yangon city)’s Merits

products/technologies and saving YCDC’s effort including 
administrative cost etc. by JCM scheme.

•  Share the mid-and-long term support with Kawasaki city.
• Enjoy private support from not only domestic but also Japanese entities•  Enjoy private support from not only domestic but also Japanese entities.
•  Raise the quality of life by enjoying the co-benefits that the improvement of 

energy supply, air and water pollution, waste management etc.

City to city collaboration with Kawasaki cityCity to city collaboration with Kawasaki city

• Available to acquire/install the advanced products/technologies with 

Myanmar local entity’s Merits

reasonable cost with JCM financial support programme.
•  Can contribute to low energy consumption activities.
•  Can save operating and maintenance costs.

F l th it f th i t d ti f l b d t•  Feel the security for the introduction of new low carbon products 
/technologies by expectation of assistance and support.



Schedule of City‐to‐City Collaboration

1 t t1 t t1st step
- Kick off meeting between YCDC 

and Kawasaki cities
Di i f d d t ti l

1st step
- Kick off meeting between YCDC 

and Kawasaki cities
Di i f d d t ti l

Oct. 2015
- Discussion of needs and potential 

for collaboration 
- Discussion of needs and potential 

for collaboration 

2nd step2nd step2 step
- Work shop for JCM city-to-city 

collaboration in Yangon
- Introducing Kawasaki city’s 

2 step
- Work shop for JCM city-to-city 

collaboration in Yangon
- Introducing Kawasaki city’s Nov. 2015g y

experience and knowhow on LCS
g y

experience and knowhow on LCS

3rd step3rd step
- Discussion of approach for city-

to-city collaboration
- Discussion of approach for city-

to-city collaboration
Dec. 2015

Final stage
- Agreement for future collaboration 

between YCDC and Kawasaki 

Final stage
- Agreement for future collaboration 

between YCDC and Kawasaki Feb. 2016

cities, such as MOUcities, such as MOU

Examples of focusing sector, Low carbon industrial park (1/2)

【 Outlines of Mingaladon Industrial Park 】【 Outlines of Mingaladon Industrial Park 】
a)  Official opening :  February 1998
b)  Construction :  Mitsui Construction Co., Ltd.
c)  Total area :  approx. 90 ha
d) N f t t 41 l td)  No. of tenants :  41plots
e)  Size of Plots :  1 ha  ~ 4 ha
f)  Lease Period :  Up to February 7, 2048
g)  Lease Period :  7 km from Yangon int’l airportg) ease e od o a go t a po t

23 km from city center
24 km from Yangon port

h) Infrastructures :  Electricity, Communication, Water 
l W t T t t Pl tsupply, Waste Treatment Plant, 

Fire hydrants etc.
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